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目標 → エイズ予防指針に基づく施策のモニタリングを行う  

目標 → エイズ予防指針の評価を行う  

平成18年3月  夏 雪 メ筆萌指針びノき粕主賢 告示  

平成18年4月  エイズ予防指針の施行／／新指針に基づく施策の開始  外部評価二「政策のモニタリ  
ングに関する研究」開始  

平成18年9月第1回  

平成19年3月 1 第2回  

〔施策の柱〕  〔施策を支える手法〕  
○普及啓発及び教育  ONGOとの連携  
○検査相談体制の整備  ⊂）関係省庁間連絡会議  

研究報告書の作成  ○医療提供体制の再構築 ○重点  都道府県等との連携  
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評価基準に基づくモニタリング（19年度）の開始  平成19年4月  

平成19年9月＝ 第3回  モニタリンクに関する中間報  

モニタノンク結果の報告（19年度ノ）  平成20年3月第4回  研究報告書の作成  

評価基準に基づくモニタ」ンゲ（20年度）の開始  平成20年4月  

平成20年9月  第5回  モニタリングに関する中間報告  

総合研究報告書の作成  モニタリング結果の報告（20年度）と2カ年の総括  平成21年3月＝第6回  
」 ′▼  

指針の見直しに向けた   

取り組みの開始  

平成21年4月  

平成21∠F度実  

施回数は未定  

討ドニ㌧福耳仁立上卓倖  

エイズ予防指針の評価に関する項目の策定  

エ ∴l、‡  預阜輔：iモニ争十∵㍉畑埋薄   

；1正恵 三’パ至膏  
イズ予防指針の評価  

平成22年3月【第0回  エイズ予防指針評価報告書の作成（検討会の終了）  

朝告書に基づく指針の改定作業  

「妄言妄詣㌃訂  
緻㌣㌔  箪礪脂働親機機   




